
児童手当の拡充に関する意見書 

 

 

 内閣府が１０月８日発表した「少子化社会対策に関する子育て女性の

意識調査」によると、少子化対策で重要な施策については、経済的支援

措置を求める声が６９．９％で最も多く、経済的支援の具体的な内容と

しては、保育料・幼稚園費の軽減６７．７％、乳幼児医療費無料化４５．８％、 

児童手当の金額の引き上げ４４．７％、児童手当の支給対象年齢の引き

上げ４２．５％などが多く、子育てに対する経済支援への要望が強いこ

とが浮き彫りとなりました。 

 この調査では、児童手当の有効性についても聞いていますが、少子化

対策に「とても役立つ」「役立つ」が合わせて７５．６％で、今後の希

望について複数回答で聞いたところ、現行制度では小学校３年生までと

なっている「対象年齢の引き上げ」が６１．３％、「手当の増額」が５９．０％

となっており、このような声を背景に先の総選挙においても各党の政策

で取り上げられたものと思います。 

 新宿区ではこれまでも、子育てのための経済的支援策として乳幼児医

療費助成などを実施してきましたが、来年度からは児童手当の支給対象

年齢を中学校３年生まで拡大する方針を打ち出しています。しかしなが

ら、児童手当のような子育て支援策は本来、国の制度として行なわれる

べきものと考えます。 

よって、新宿区議会は以下のことを要請いたします。 

 

１ 児童手当の支給対象年齢を拡大すること。 

２ 児童手当の所得制限を緩和すること。 

３ 児童手当の支給額を増額すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、新宿区議会の議を経て意

見書を提出します。 
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